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60歳以上の皆さまの力が必要とされています

高齢者等元気活躍推進事業

「孫育て応援講座」の開催

　
シ
ニ
ア
世
代
の
社
会
参
加
の

一 

つ
と
し
て
、
地
域
で
の
子
育

て
支
援
が
期
待
さ
れ
て
い
ま

す
。
さ
ん
さ
ん
ネ
ッ
ト
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
チ
ャ
ン
ネ
ル
で
「
孫
育

て
応
援
講
座
（
初
級
編
45
分
・

入
門
編
45
分
）」
を
開
催
し
ま

す
。
受
講
し

て
ア
ン
ケ
ー

ト
に
ご
協
力

い
た
だ
い
た

人
に
は
参
加

賞
が
あ
り
ま

「孫育て」から「地域の子育て応援」に！

　
福
祉
医
療
費
助
成
制
度
（
高

齢
期
移
行
医
療
･
重
度
障
害
者

医
療
･
乳
幼
児
等
医
療
･
こ
ど

も
医
療
・
母
子
家
庭
等
医
療

･
高
齢
重
度
障
害
者
医
療
）は
、

毎
年
７
月
に
更
新
を
行
っ
て
い

ま
す
。

　

引
き
続
き
該
当
す
る
人
に

は
、
６
月
下
旬
に
受
給
者
証
を

送
付
し
ま
す
の
で
、
７
月
以
降

は
新
し
い
受
給
者
証
で
受
診
し

て
く
だ
さ
い
。

※
母
子
家
庭
等
医
療
の
対
象
者
に
は
、

更
新
申
請
（
現
況
届
）
の
案
内
を

送
付
し
ま
す
の
で
必
要
事
項
を
記

入
の
上
、
長
寿
・
保
険
課
へ
提
出

し
て
く
だ
さ
い

受
給
者
証
の
交
付

　
交
付
に
は
所
得
の
申
告
が
必

要
で
す
。
対
象
者
で
も
所
得
の

申
告
が
な
い
場
合
は
、
受
給
資

格
の
確
認
が
で
き
な
い
た
め
、

受
給
者
証
を
交
付
で
き
ま
せ
ん
。

※ 

今
年
１
月
１
日
に
市
内
に
住
民
登

録
の
な
か
っ
た
人
は
、
以
前
の
市

区
町
村
で
令
和
２
年
度
所
得
･
課

税
証
明
書
（
市
民
税
所
得
割
額
の

控
除
の
明
細
が
わ
か
る
も
の
）
の

交
付
を
受
け
、
長
寿
・
保
険
課
へ

提
出
し
て
く
だ
さ
い

福
祉
医
療
利
用
上
の
注
意

▽
福
祉
医
療
の
助
成
が
な
い
例

❶
学
校
等
で
の
事
故
で
日
本
ス

ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン
タ
ー
の
給
付

を
受
け
る
と
き

❷
他
の
公
費
負
担
医
療
の
給
付

を
受
け
る
と
き

※ 

乳
幼
児
等
医
療
受
給
者
、
こ
ど
も

医
療
受
給
者
で
、
自
立
支
援
医
療

･
小
児
慢
性
特
定
疾
病
医
療
･
難

病
法
に
基
づ
く
特
定
医
療
の
公
費

助
成
を
受
け
て
支
払
っ
た
自
己
負

担
額
は
、
申
請
に
よ
り
払
戻
し
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す

❸
訪
問
看
護
を
受
け
る
と
き

※ 

乳
幼
児
等
医
療
受
給
者
、
こ
ど
も

医
療
受
給
者
で
、
４
月
１
日
以
降

に
訪
問
看
護
を
利
用
し
た
自
己
負

担
額
（
保
険
適
用
分
）
は
、
申
請

に
よ
り
払
戻
し
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
ま
す

福祉医療の受給者証送付
～７月から利用できます～
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空
家
等
対
策
の
推
進
の
た
め
、
市
内
に
あ
る

老
朽
危
険
空
家
（
住
宅
）
の
除
却
費
用
の
一部

を
補
助
し
ま
す
。
補
助
金
の
申
請
前
に
、
空
家

の
不
良
度
調
査
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
詳
し
い

条
件
等
を
事
前
に
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

対
象
者
　
登
記
簿
（
未
登
記
の
場
合
は
、
固
定

資
産
課
税
台
帳
に
所
有
者
と
し
て
登
録
さ

れ
て
い
る
人
）
に
所
有
者
と
し
て
登
録
さ
れ

て
い
る
人
（
所
有
者
が
死
亡
し
て
い
る
場
合

は
そ
の
法
定
相
続
人
）

補
助
対
象
経
費　
建
物
の
除
却
工
事
費（
家
財
、

車
両
、
立
木
等
は
含
ま
な
い
）

補
助
金
額　
補
助
対
象
経
費
の
３
分
の
２
以
内

（
限
度
額
１
３
３
万
２
０
０
０
円
）

老朽危険空家除却
支援事業

新製品・新技術開発等
促進事業の成果報告

お知
らせ

お知
らせ

問建設課☎ 43-5226 問商工観光課☎ 43-5221

　
台
風
や
豪
雨
な
ど
、
風
水
害

が
発
生
し
や
す
い
季
節
を
迎
え

ま
す
。
今

 

一 

度
、
自
宅
周
辺
の

危
険
箇
所
や
避
難
ル
ー
ト
な
ど

を
確
認
し
、災
害
に
備
え
ま
し
ょ

う
。

　
「
避
難
」
と
は
、
災
害
を
避

け
て
、
住
ん
で
い
る
場
所
や
滞

在
し
て
い
る
場
所
か
ら
、
安
全

な
場
所
へ
立
ち
退
く
こ
と
で
す
。

必
ず
し
も
市
が
開
設
す
る
避
難

所
（
避
難
場
所
）
へ
行
く
こ
と

だ
け
が
「
避
難
」
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。

　
安
全
な
と
こ
ろ
に
あ
る
親
戚

や
友
人
の
家
な
ど
も
避
難
先
に

な
り
ま
す
。
周
辺
の
道
路
が
す

で
に
冠
水
し
て
い
る
な
ど
、
状

況
に
よ
っ
て
は
避
難
所
へ
行
く

よ
り
も
自
宅
の
2
階
の
方
が
安

全
な
場
合
も
あ
り
ま
す
。

　
気
象
情
報
・
避
難
情
報
な
ど

に
十
分
注
意
し
、「
自
ら
の
命

は
自
ら
が
守
る
」
と
い
う
意
識

を
持
ち
、
自
ら
の
判
断
で
避
難

行
動
を
と
り
ま
し
ょ
う
。

ひ
ょ
う
ご
防
災
ネ
ッ
ト
に

ご
登
録
く
だ
さ
い

　
「
ひ
ょ
う
ご
防
災
ネ
ッ
ト
」
は

兵
庫
県
お
よ
び
兵
庫
県
内
の

市
・
町
か
ら
「
避
難
に
関
す
る

情
報
」
な
ど
の
緊
急
情
報
や
、

　
市
で
は
、
中
小
企
業
や
個
人
事
業
者
が
新
た

な
事
業
展
開
と
し
て
行
う
新
製
品
・
新
技
術
開

発
に
対
し
て
補
助
金
を
交
付
し
て
い
ま
す
。

　
平
成
31
年
度
に
採
択
さ
れ
た
事
業
者
の
成
果

を
報
告
し
ま
す
。

淡
路
島
パ
エ
リ
ア
（
山
形
屋
水
産
株
式
会
社
）

　

淡
路
島
パ
エ
リ
ア
は
オ
リ
ー
ブ
オ
イ
ル
を
含

め
て
１
０
０
％
淡
路
島
産
の
食
材
を
使
い
、
鯛
、

サ
ク
ラ
マ
ス
、
タ
コ
の
３
種
類
を
メ
ニ
ュ
ー
化
し

ま
し
た
。

　
今
後
は
、 一 

般
家

庭
で
の
調
理
の
浸

透
、
販
売
促
進
を

図
り
、
淡
路
島
の

食
材
の
さ
ら
な
る

利
用
普
及
を
め
ざ

し
ま
す
。

地
震
、
津
波
、
気
象
警
報
な
ど

の
防
災
に
関
す
る
様
々
な
情
報

を
利
用
者
に
提
供
す
る
サ
ー
ビ

ス
で
す
。

　

防
災
メ
ー
ル
に
加
え
、
ア
プ

リ
版
が
公
開
さ
れ
て
い
ま
す
の

で
、
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

▽
主
な
機
能　
避
難
情
報
や
気

象
情
報
な
ど
の
通
知
、
避
難

場
所
の
地
図
検
索
、
12
外
国

語
対
応
、
音
声
読
み
上
げ
な

ど
▽
利
用
方
法　
「
Ａ
ｐ
ｐ 

Ｓ
ｔ

ｏ
ｒ
ｅ
」
ま
た
は
「
Ｇ
ｏ
ｏ

ｇ
ｌ
ｅ 

Ｐ
ｌ
ａ
ｙ
」
か
ら

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

※
二
次
元
コ
ー
ド
か
ら
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
で
き
ま
す

問
ひ
ょ
う
ご
防
災
ネ
ッ
ト
サ

ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー

　
　

support@
bosai.net

問危機管理課☎ 43-5203

淡路島産の食材をふんだん
に使ったパエリア

風水害に備えて～避難先を再確認しましょう～お知
らせ

す
。
詳
し
く
は
お
問
合
せ
く
だ

さ
い
。

▽
放
送
日
時　
６
月
22
日（
月
）

～
28
日
（
日
）
の
午
前
８
時

～
、
午
後
１
時
～
、
午
後
８

時
～
（
放
送
内
容
は
同
じ
）

※
５
月
の
放
送
分
の
再
放
送

▽
参
加
賞　

粗
品
、「
お
も
い

や
り
ポ
イ
ン
ト
」
２
０
０
ポ

イ
ン
ト
（
同
制
度
へ
の
登
録

が
必
要
）

問
市
民
協
働
課
生
涯
活
躍
推
進

室
☎
43
・
５
２
４
４

マイナ
ンバーカ

ードは申請
からお受け取り

まで

２カ月
程度かか

ります

詳しくはこちら
マイナンバーカードの申請方法などは、総合窓口センター（☎43-5212）にお問合せください


